
昭
和
四
十
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年
四
月
二
十
六
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
〇
） 

答

弁

第

一

〇

号 

   

衆
議
院
議
員
田
中
武
夫
君
提
出
政
府
の
金
買
上
げ
価
格
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 内

閣
衆
質
五
八
第
一
〇
号 

昭
和
四
十
三
年
四
月
二
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
石 
井 

光 

次 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

佐 

藤 

榮 

作 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
田
中
武
夫
君
提
出
政
府
の
金
買
上
げ
価
格
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

政
府
の
買
上
げ
価
格
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
〇
五
円
が
憲
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
い
う
「
正
当
な
補
償
」
に
あ

た
る
か
否
か
は
、
理
論
的
に
は
、
産
金
コ
ス
ト
と
の
対
比
で
は
な
く
、
金
の
国
際
自
由
価
格
と
の
対
比
で
考
え

る
べ
き
で
あ
り
、
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
〇
五
円
と
国
際
自
由
価
格
が
ほ
ぼ
等
価
の
関
係
に
あ
れ
ば
、
昭
和
四
十

三
年
四
月
十
九
日
付
答
弁
書
で
述
べ
た
と
お
り
、
憲
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考

え
る
。 

二 

政
府
買
上
げ
価
格
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
〇
五
円
は
、
こ
れ
が
国
際
自
由
価
格
と
ほ
ぼ
等
価
の
関
係
に
あ
る
と

き
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
憲
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
い
う
「
正
当
な
補
償
」
に
あ
た
り
、
ま
た
、
国
際
通
貨
基
金

協
定
第
四
条
第
二
項
と
も
合
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
と
条
約
と
が
矛
盾
す
る
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
。 

た
だ
、
金
投
機
等
に
よ
り
、
金
の
国
際
自
由
価
格
が
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
〇
五
円
を
恒
常
的
に
上
回
る
よ
う 



三 

憲
法
と
条
約
と
の
優
先
関
係
に
つ
い
て
は
、
条
約
は
、
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
（
憲
法
第
九
十
八
条
第
二

項
）
を
成
文
化
し
た
も
の
を
除
い
て
、
一
般
に
は
、
そ
の
効
力
に
お
い
て
憲
法
に
優
先
し
な
い
と
考
え
て
い
る

（
憲
法
第
九
十
八
条
第
一
項
参
照
）
。 

な
こ
と
に
な
れ
ば
、
産
金
業
者
は
、
た
と
え
金
の
輸
入
が
自
由
で
あ
る
と
し
た
場
合
で
も
、
少
く
と
も
国
際
自

由
価
格
で
金
を
販
売
で
き
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
は
、
国
内
産
金
の
強
制
買
上
げ
の

制
度
を
維
持
す
る
限
り
、
憲
法
と
条
約
の
い
ず
れ
を
優
先
す
べ
き
か
の
問
題
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。 

と
こ
ろ
で
、
政
府
と
し
て
は
、
最
近
に
お
け
る
金
問
題
を
含
む
国
際
金
融
情
勢
に
か
ん
が
み
、
前
述
の
よ
う

な
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
念
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
際
協
力
の
見
地
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
、
金

管
理
法
施
行
令
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
を
制
定
し
、
政
府
に
よ
る
金
の
強
制
買
上
げ
を
暫
定
的
に
停
止
す

る
措
置
を
と
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




